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　 な 、 に いてな 、 くさ の「おもし

い」が まれ 「科 」。 で科 にのっている に

して よ 。 休 の にもいいかも

　7 22日 午後 2時～ 4時

　 ー と 1

　 と の保 者

　20 （ 10 。 ）

　はさ 、のり、 ス、

さ （科 、 ー）

� 問合せ　7 4 日 （ 外の は 7 11日 ）～ 19 日 の午前

10時～午後 5時に、 ま は 、 ーは （ ）

へ☎ 554-2280（ 日以外の 日休 ）

の を しなが 、 の と に いて しく

ます

　7 25日 午前8時30 �い いの 関前 合（ 2時間30 ）

※ ・ 時ま は 日 に 症 ー が され 場合

　 内 の ・ （ 3年 以 は保 者 ）

※ 4年 以上でも保 者との は です。

　15 （ ）

　 、 、タ 、 記用 、タ （持っている ）

※ れてもよい ・ で してください。

※ビー サン な のかかとのない は り すく 険です。
さっ

介
すけ

さ （ ンス クター）

� 問合せ　7 3日 ～20日 の午前9時～午後5時に、「 、 、

年齢、 、保 者 の場合は する保 者の 」を

ま は 、 保 課内 226 へ

　 の 事を して よ 。 ンターでの ・ の 事な

のほかにも、 なが ない 事がい い あるよ

　7 26日 午前 9時～午後 0時 30

　 ーは （ ）

　 内 の 5・6年

　8 （ ）

� 問合せ　7 15日 からの午前10時～午後5時に、電話または直

、 ーは （ ）へ☎554-2280（ 日以外の 日休 ）

７

２2

か であ

７

２5

７

２6

に

が
な
い
場
合

受
付
時
間
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日

日
、

日
、

を

く

前

時
30

時

す
。

が
な
い
場
合
は

場
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用

が
な
い
場
合
は

す
。

コドモにおすすめの夏の講座など

広報はむら 5.7.1 1

さ （科 、 ー）



　 しい を く を あな も く との しさ

を しよ 。

　7 27日 、8 3日 午前 10時～ 11時 30

　 ーは 2 ン

　 ン 「 との しおりク 」

　 内 ・ の 3～ 6年 で、2日間とも で る

　 記用 、 の利用者 ー （持っている ）

　10 （ ）

� 問合せ　7 4日 ～ 16日 の午前 10時～午後 5時に、 ま

は 、 ーは （ ）へ☎ 554-2280

　 の を って の のま か を い り、
ま わ

を っ

りします。 い の で っ は持ち る とがで ます。

　8 12日 午前 10時～ 11時 30

　 ン ー ン ー ・

※ 2年 以 は保 者

※ 3年 以上でも保 者との は です。

　20 （ ）

　タ 、 ンま は れてもよい

� 問合せ　7 1日 ～ 8 11日（ ・ ）の午前 9時～午後 5時に、

ま は 、 へ☎ 558-2561（ 日以外の 日およ

7 11日 休 ）

せ

７

２7
8

　3

8

12

　日の にある「東京 ま 合」で、 場な を

し、 の れ 場の を が し が

のよ に されるかを る とがで ます。

　 の に いて だ後は、さかな で の か り ー

ー、 る る に し、日の の
い

な を

まいもの でお を する ともで ます。

　8 15日 午前9時　 関 合（午後5時 ）

※ へは スで向かいます。 場 も です。

　 内 の

　40 （ ）　※ は、 を です。

� 問合せ　7 3日 ～ 25日 の午前 9時～午後 5時に「 、 、

年齢、 」を で、 課内 205 へ

8

15

いろいろチャ
レンジ夏休み！

に

、

が

、

な

が

・

・

に
な

場
合
が

す
。

は
、

・

の

な

で

く

い
。

してみよう！

広報はむら 5.7.12

大人のみの参加も大歓迎！



　 休 に の 事を って ませ か。おすす の （

を紹介する ー ） りな を します。

� 　8 9日 ・10日 の午前 10時～午後 3時（原則 2日間 で

る ）

　 ーは （ ）

　 内 ま は の ・

　8 （ ）

� 問合せ　7 21日 か の午前 10 時～午後 5時に、 ま

は 、 ーは （ ）へ☎ 554-2280（ 日以外

の 日休 ）
せ

　 ・ ・ で ている と、 でいる とを スターにして

ませ か。 の3 の ーマの か 1 で、 さ の いを スター

にしてください。

　 内 ・ の ・

　「 もが で る・ にす せるまちって なまち 」

　「まちを れいにしよ 」「おとしよりをい わ 」

� 問合せ　8 31日 まで（ ・日 日、 日を く）に、 （542

382 ）ま は （382 271 ）の 用 を 用し、 の

に「 、 年、 、 （ りがな）、 、 、 だ ー

マ」を記 し、 の 内 ・ ま は 、 2 て

課 年 内 263 へ

8
３1

まで

　 は、 は ・ サ な で「 ・ 年・ 」を します。

　 ・ は、11 11日 に 「 年健 の日事 」で します。

※ は、 年健 スターとして 用します。

※ の は に します。

※ は、11 3日（ ・ ）～ 12日 に、 ー と に します。

　 ンス ー を して、 の を

り ー ン を に

ける ンスです 日 、 が な も

� 「 の さま」の ー の　

ン ーンを り れ ーク

だけの タ ー でタ

ンスを れる ーク

を っ で ンスを する「だか だあ 」

「 と 」 上

　 、 、 ・ の ・ 　

※ 1・2年 は保 者

※ しくは、 サ を してください。

問合せ ー と ☎ 570-0707（ 日以外の 日休 ）
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広報はむら 5.7.1

に
よ
り
、

が
休

し

り
、

な

が

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

は
、

な

し
て
く
だ
さ
い
。

国民健康保険　　問合せ　 課保険 内 126

　　　　　　

保 険 な
ど
の
お
知
ら
せ

７
月
中
旬
に
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税

通
知
書
を
世
帯
主
宛
て
に
送
付
し
ま
す
。

納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

税
率
な
ど
に
つ
い
て
は
、
納
税
通
知
書

に
同
封
す
る
「
令
和
５
年
度
国
民
健
康
保

険
税
の
お
知
ら
せ
」
ま
た
は
市
公
式
サ
イ

ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

保
険
税
の
計
算
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

事
業

糖
尿
病
の
治
療
を
受
け
て
い
て
一
定
の

要
件
に
該
当
す
る
方
に
、
保
健
指
導
へ
の

参
加
勧
奨
を
行
い
ま
す
。

・

事
業

医
療
機
関
の
受
診
回
数
が
多
い
方
、
同

じ
病
気
で
複
数
の
医
療
機
関
に
か
か
っ
て

い
る
方
、
同
じ
薬
の
処
方
が
同
一
月
に
複
数

あ
る
方
に
、
保
健
指
導
の
参
加
勧
奨
を
行

い
ま
す
。

対
象
の
方
に
は
、
保
健
指
導
の
案
内
を
送

付
す
る
ほ
か
、
電
話
で
参
加
勧
奨
を
行
う
場

合
が
あ
り
ま
す
。
参
加
を
希
望
す
る
場
合
は
、

次
の
方
法
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

症

症

「
参
加
申
込
書
」「
生
活
指
導
内
容
の
確

認
書
」
を
市
民
課
保
険
係
に
提
出

※
「
生
活
指
導
内
容
の
確
認
書
」
は
、
か

か
り
つ
け
医
に
相
談
の
上
、
記
入
し
て
も

ら
っ
て
く
だ
さ
い
。

受
診

指

案
内
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
る
委
託
先

の
電
話
番
号
に
連
絡

※
案
内
通
知
や
電
話
に
よ
る
勧
奨
、
保
健

指
導
な
ど
は
市
が
委
託
し
た
業
者
が
行

い
ま
す
。

㈱
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
・
ワ
ン

現
在
の
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認

定
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
㈪
で
す
。

８
月
１
日
㈫
か
ら
の
認
定
証
の
申
請
は
、

７
月
18
日
㈫
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。
引
き

続
き
必
要
な
方
は
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
自
動
更
新
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
別
世
帯
の
方
が
申
請
す
る
場
合
は
、
委

任
状
が
必
要
で
す
。

認

医
療
費
の
自
己
負
担
が
高
額
に
な
っ
た

場
合
に
提
示
す
る
と
、
医
療
機
関
へ
の
支

払
い
が
一
定
の
金
額
（
年
齢
・
所
得
区
分
に

よ
り
異
な
る
）
ま
で
と
な
り
ま
す
。
認
定

証
を
受
け
取
る
に
は
、
事
前
の
申
請
が
必

要
で
す
。
申
請
し
た
月
か
ら
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

※
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
と
交
付
さ
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

  

・
70
歳
未
満
の
方

・
70
～
74
歳
で
住
民
税
非
課
税
の
方

・
70
～
74
歳
の
医
療
費
３
割
負
担
で
住
民
税

課
税
所
得
１
４
５
万
円
以
上
６
９
０
万
円

未
満
の
方

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）、

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
わ
か
る
も
の
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
な
ど
）、
委
任
状
（
限
度
額
適
用
認
定
証

を
必
要
と
す
る
方
と
別
世
帯
主
の
方
が
申

請
に
来
る
と
き
）

※
郵
送
で
も
手
続
き
可
能
で
す
。
申
請
書

は
、
市
公
式
サ
イ
ト
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

現
在
の
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
の

有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
㈪
で
す
。
対
象

の
方
に
は
、
７
月
中
に
新
し
い
受
給
者
証

を
送
付
し
ま
す
。

有

８
月
１
日
㈫
～
令
和
６
年
７
月
31
日
㈬

（
１
年
間
）

※
令
和
６
年
７
月
31
日
ま
で
に
75
歳
に
な

る
方
は
、
75
歳
に
な
る
日
の
前
日
ま
で

※
こ
れ
か
ら
70
歳
に
な
る
方
に
は
、
誕
生

月
の
翌
月
（
誕
生
日
が
１
日
の
方
は
誕

生
月
）
か
ら
使
え
る
受
給
者
証
を
、
誕

生
月
の
末
日
（
誕
生
日
が
１
日
の
方
は

前
月
の
末
日
）
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

先
発
医
薬
品
か
ら
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
に
変
更
し
た
場
合
に
、
自
己
負
担
額
が

ど
の
程
度
軽
減
さ
れ
る
か
を
記
載
し
た
通

知
書
で
す
。

令
和
５
年
３
～
８
月
に
国
民
健
康
保
険

を
使
っ
て
先
発
医
薬
品
の
処
方
を
受
け
た

方
に
、
６
～
11
月
の
間
、
毎
月
送
付
し
ま
す
。

手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

自
分
の
薬
代
の
節
約
は
医
療
費
全
体
の

節
約
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
使
用
に
つ
い
て

不
安
な
点
や
疑
問
点
が
あ
れ
ば
、
医
師
や

薬
剤
師
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
事
業
は
市
が
委
託
し
た
業
者
が
行
い
ま
す
。

㈱
デ
ー
タ
ホ
ラ
イ
ゾ
ン

4
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に

が
な
い
場
合

受
付
時
間
は

日

日
、

日
、

を

く

前

時
30

時

す
。

が
な
い
場
合
は

場

。

用

が
な
い
場
合
は

す
。

　　　　　　 保 険 などのお知らせ

後期高齢者医療保険　　問合せ　 課 齢医療・年 内 138

料
７
月
中
旬
に
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

に
加
入
し
て
い
る
方
（
被
保
険
者
）
に
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
の
決
定
通
知
書

を
送
付
し
ま
す
。
保
険
料
の
算
定
基
礎
と

な
る
保
険
料
率
は
令
和
４
年
度
と
同
率
で

す
。
納
付
方
法
な
ど
詳
し
く
は
決
定
通
知

書
の
案
内
文
書
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

合
が

に
な
る

…

７
月
中
旬
以
降
に
、
新
し
い
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
を
送
付
し
ま
す
。

合
が

な
い

…

現
在
お
持
ち
の
保
険
証
（
水
色
）
が
そ

の
ま
ま
使
え
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
が

病
院
な
ど
で
支
払
う
医
療
費
の
一
部
負
担

金
の
割
合
は
、
１
～
３
割
で
す
。
毎
年
８

月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
前
年
中
の
所
得

お
よ
び
収
入
に
よ
り
判
定
し
ま
す
。

の

同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
の
中
に
住
民
税

課
税
所
得
１
４
５
万
円
以
上
の
方
が
い
る

場
合

の

次
の
①
②
の
両
方
に
該
当
す
る
場
合

①
同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
の
中
に
住
民
税

課
税
所
得
が
28
万
円
以
上
１
４
５
万
円

未
満
の
方
が
い
る

②
「
年
金
収
入
」
＋
「
そ
の
他
の
合
計
所

得
金
額
」
の
合
計
が
、
２
０
０
万
円
以

上
（
被
保
険
者
が
２
人
以
上
の
場
合
は

３
２
０
万
円
以
上
）
で
あ
る

の

同
じ
世
帯
に
い
る
被
保
険
者
全
員
の
住

民
税
課
税
所
得
が
い
ず
れ
も
28
万
円
未
満

の
場
合
、
ま
た
は
２
割
負
担
の
条
件
①
に

は
該
当
す
る
が
②
に
は
該
当
し
な
い
場
合

☆
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
１
割
負
担

に
該
当
し
ま
す
。

所
得
が
一
定
以
下
の
場
合
や
一
部
の
疾
病

に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
窓
口
で
の
医
療
費

の
支
払
い
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

・

認

は

日

自
己
負
担
１
割
の
方
の
世
帯
全

員
が
市
民
税
非
課
税
の
場
合
…
保
険
適

用
の
医
療
費
の
窓
口
負
担
額
と
入
院
時

の
食
費
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

認

は

日

自
己
負
担
３
割
の
方
の
世
帯
の

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
全
員
の
市

民
税
課
税
所
得
が
６
９
０
万
円
未
満
の

場
合
…
保
険
適
用
の
医
療
費
の
窓
口
負

担
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

の

の

特
定
疾
病
の
高
度
治
療
を
長
期
間

継
続
し
て
受
け
る
必
要
が
あ
る
方
…
特
定

疾
病
の
自
己
負
担
限
度
額
が
１
つ
の
医
療

機
関
に
つ
き
、
月
額
１
万
円
と
な
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

料
所
得
に
応
じ
て
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
軽
減
に
は
確
定
申
告

な
ど
の
所
得
の
申
告
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
決
定
通
知
書
の
案
内
文
書
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

【年間保険料の算出方法】

　保険 は 2 年 とに され、東京都内は

です。 5年 は前年 と です。

※ 課のもととなる 前年の およ

な に ・ （ ）

な の合 か （合 が 2 400

以 の場合は 43 ）を し （ だし、

の は 対 外）

被保険者

1 人あたり

46,400 円

賦課のもと

となる

所得金額※

× 9.49％

100 円未満

切捨て（上限額

66 万円）
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に
よ
り
、

が
休

し

り
、

な

が

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

は
、

な

し
て
く
だ
さ
い
。

介護保険　　

　　　　　　

７
月
中
旬
に
、
要
支
援
・
要
介
護
お
よ

び
事
業
対
象
者
認
定
を
受
け
た
方
全
員
に
、

負
担
割
合
（
１
～
３
割
）
を
記
載
し
た
「
介

護
保
険
負
担
割
合
証
」
を
送
付
し
ま
す
。

現
在
持
っ
て
い
る
負
担
割
合
証
の
有
効

期
限
は
７
月
31
日
㈪
で
す
。
現
在
使
っ
て

い
る
負
担
割
合
証
は
自
分
で
破
棄
す
る
か
、

高
齢
福
祉
介
護
課
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

８
月
１
日
㈫
以
降
は
、
新
し
い
負
担
割

合
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

料
７
月
上
旬
に
、
65
歳
以
上
の
方
（
第
１

号
被
保
険
者
）
に
令
和
５
年
度
の
介
護
保

険
料
額
決
定
通
知
書
・
納
入
通
知
書
を
送

付
し
ま
す
。
介
護
保
険
料
は
、
３
年
ご
と

に
各
市
区
町
村
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
供
給

量
な
ど
を
判
断
し
決
定
し
ま
す
。

5

の

の

前
年
の
合
計
所
得
金
額
な
ど
に
応
じ
た

負
担
に
な
る
よ
う
に
13
段
階
に
区
分
さ
れ

ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
決
定
通
知
書
ま
た
は
市
公

式
サ
イ
ト
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

40

64

の

の

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
に
よ
っ
て
金

額
や
納
め
方
は
異
な
り
ま
す
が
、
医
療
保

険
分
と
介
護
保
険
分
を
併
せ
て
納
め
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

住
民
税
非
課
税
世
帯
で
次
の
全

て
に
あ
て
は
ま
る
方

▼
年
間
収
入
額
が
単
身
世
帯
で
１
５
０
万

円
、
世
帯
員
が
１
人
増
え
る
ご
と
に
50
万

円
を
加
算
し
た
額
以
下
で
あ
る
こ
と

▼
預
貯
金
な
ど
の
額
が
、
単
身
世
帯
で

３
５
０
万
円
、
世
帯
員
が
１
人
増
え
る

ご
と
に
１
０
０
万
円
を
加
算
し
た
額
以

下
で
あ
る
こ
と

▼
日
常
生
活
に
供
す
る
資
産
以
外
に
活
用

で
き
る
資
産
が
な
い
こ
と

▼
負
担
能
力
の
あ
る
親
族
な
ど
に
扶
養
さ

れ
て
い
な
い
こ
と

▼
介
護
保
険
料
の
滞
納
が
な
い
こ
と

　
　

居
宅
介
護
（
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び

施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど

※
軽
減
の
申
し
出
を
し
た
事
業
者
に
よ
る

サ
ー
ビ
ス
に
限
ら
れ
ま
す
。

介
護
保
険
施
設
の
居
住
費
（
滞
在
費
）・

食
費
は
原
則
全
額
自
己
負
担
で
す
が
、
所

得
が
低
い
場
合
、
自
己
負
担
の
上
限
額
が

設
け
ら
れ
、
こ
れ
を
超
え
た
費
用
は
介
護

保
険
か
ら
施
設
な
ど
に
支
払
わ
れ
ま
す
。

有

８
月
１
日
（
ま
た
は

申
請
日
の
属
す
る
月
の
初
日
か
転
入
日
）

～
翌
年
７
月
末

次
の
⑴
⑵
の
両
方
に
あ
て
は
ま

る
方

⑴
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
あ
る
こ

と
。
別
世
帯
に
配
偶
者
が
い
る
場
合
は
、

別
世
帯
の
配
偶
者
も
住
民
税
非
課
税
で

あ
る
こ
と

⑵
本
人
お
よ
び
配
偶
者
（
同
居
・
別
居
に

関
わ
ら
ず
）
の
預
貯
金
な
ど
の
資
産
の
合

計
額
が
次
の
①
～
④
以
下
で
あ
る
こ
と

①
生
活
保
護
受
給
者
・
老
齢
福
祉
年
金
受

給
者
…
単
身
：
１
千
万
円
以
下
、
夫
婦
：

２
千
万
円
以
下

②
課
税
年
金
収
入
額
＋
年
金
以
外
の
合
計
所

得
金
額
＋
非
課
税
年
金
収
入
の
合
計
額
が

80
万
円
以
下
の
方
…
単
身
：
６
５
０
万

円
以
下
、
夫
婦
：
１
６
５
０
万
円
以
下

③
課
税
年
金
収
入
額
＋
年
金
以
外
の
合
計

所
得
金
額
＋
非
課
税
年
金
収
入
の
合
計

額
が
80
万
円
超
１
２
０
万
円
以
下
の
方

…
単
身
：
５
５
０
万
円
以
下
、
夫
婦
：

１
５
５
０
万
円
以
下

④
課
税
年
金
収
入
額
＋
年
金
以
外
の
合
計

所
得
金
額
＋
非
課
税
年
金
収
入
の
合

計
額
が
１
２
０
万
円
超
の
方
…
単
身
：

５
０
０
万
円
以
下
、
夫
婦
：
１
５
０
０
万

円
以
下

※
「
配
偶
者
」
に
は
内
縁
関
係
の
場
合
を

含
み
ま
す
。

※
負
担
限
度
額
認
定
を
受
け
る
に
は
申
請

が
必
要
で
す
。

必
要
書
類
な
ど
詳
し
く
は
市
公
式
サ
イ
ト

を
確
認
す
る
か
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

認

す
る

は
更
新
の

す
で
に
「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

証
」
を
持
っ
て
い
る
方
に
は
、
６
月
に
更
新

手
続
き
の
案
内
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

○
制
度
や
保
険
料
に
つ
い
て
…
高
齢
福
祉

介
護
課
介
護
保
険
係
内

144

○
要
介
護
認
定
に
つ
い
て
…
高
齢
福
祉
介

護
課
介
護
認
定
係
内

146

○
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
…
納
税
課
納

税
担
当
内

179

問合せ　 齢 介 課介 保険 内 149

6
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に

が
な
い
場
合

受
付
時
間
は

日

日
、

日
、

を

く

前

時
30

時

す
。

が
な
い
場
合
は

場

。

用

が
な
い
場
合
は

す
。

7

　市には、高齢の方や障害のある方を在宅で介護して

いる家族などが新型コロナウイルス感染症にかかり、

介護者が不在になってしまう場合に支援する制度があ

ります。

　ほかの家族や知人などの支援もなく、在宅要介護者

が１人で取り残されてしまう場合は、至急、高齢福祉

介護課または障害福祉課に連絡してください。

　在宅の要介護高齢者・障害者

　PCR などの検査支援およびヘルパー派遣

　令和 6年 3月 31日㈰まで

※�詳しくは市公式サイトを確認してく

ださい。

問�合せ　高齢福祉介護課介護保険係

内 142 ／障害福祉課障害者支援係内 185

料

国
民
年
金
に
は
、
所
得
が
一
定
以
下

の
方
の
保
険
料
を
免
除
、
ま
た
は
納
付

を
猶
予
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

令
和
５
年
７
月
分
～
令
和
６
年
６
月

分
の
免
除
・
納
付
猶
予
の
申
請
は
、
７

月
３
日
㈪
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

免
除
申
請
時
点
の
２
年
１
か
月
前
の

月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
が
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

（
窓
口
申
請
用
）

年
金
手
帳
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書

※
前
年
の
所
得
を
も
と
に
日
本
年
金
機

構
に
よ
る
審
査
が
あ
り
ま
す
。
所
得

が
未
申
告
の
場
合
は
、
事
前
に
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

※
離
職
し
た
方
は
雇
用
保
険
被
保
険
者

離
職
票
な
ど
が
必
要
な
場
合
が
あ
り

ま
す
。

☆
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
と
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
を
利
用
し
て
の
電
子
申
請
も
可
能

に
な
り
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、
年
金

事
務
所
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

国民年金
問合せ

課 齢医療・年 内 140

　 年 事 ☎ 0428-30-3410

　新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の

減免は、5類感染症への移行に伴い、令和 4 年度相当

分までで終了しました。

　やむを得ない事情などで未申請となっている令和 4

年度相当分以前の新型コロナウイルス感染症に係る国

民健康保険税の減免については、市公式サイトをご覧

いただくか、保険係に問い合わせてください。

問�合せ　市民課保険係内 125

　　　　　　　過去のテレビはむらの番組を、YouTube で見ることができます！

問合せ 広報 広報 内 5 5

ビは ー
　

ン

う
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市
で
は
「
羽
村
市
ポ
イ
捨
て
及
び
飼
い
犬
の
ふ

ん
の
放
置
の
禁
止
並
び
に
路
上
喫
煙
の
制
限
に
関

す
る
条
例
」
を
定
め
、
健
康
で
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
ま
ち
を
実
現
す
る
た
め
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

み
ん
な
で
マ
ナ
ー
を
守
り
、
健
康
で
安
心
し
て
生

活
で
き
る
羽
村
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

禁
止
事
項

市〇
ご
み
や
タ
バ
コ
の
吸
い
殻
の
ポ
イ
捨
て

〇
飼
い
犬
の
ふ
ん
の
放
置

止

〇
禁
止
地
区
内
の
路
上
で
の
喫
煙

※
指
定
喫
煙
場
所
（
地
図
中
★
）
で
の
み
喫
煙
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
窓
を
閉
め
切
っ
た
車
内
で
の
喫
煙
は
、
禁
止
行

為
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
ま
す
。

制
限
事
項

路
上
喫
煙
禁
止
地
区
以
外
で
、
路
上
喫
煙
を
す

る
場
合
は
、
次
の
こ
と
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

〇
周
囲
に
迷
惑
ま
た
は
危
険
を
及
ぼ
さ
な
い
。

〇
吸
殻
入
れ
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
場
所
で
は
、

携
帯
用
吸
殻
入
れ
な
ど
を
使
用
す
る
。

※
「
加
熱
式
た
ば
こ
」
は
、
接
触
被
害
の
恐
れ
が

な
い
こ
と
か
ら
直
ち
に
違
反
と
は
な
り
ま
せ
ん

が
、
路
上
喫
煙
禁
止
地
区
内
で
は
指
定
喫
煙
場

所
を
利
用
す
る
な
ど
、
周
囲
へ
の
配
慮
を
お
願

い
し
ま
す
。

内

226

羽村駅周辺

小作駅周辺

羽村駅

小 駅

1

1

117

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
「
令
和
５
年
秋
開
始
接
種
」

64
歳
以
下
は
予
診
票
の
発
行
に
申
請
が
必
要
で
す

９
月
か
ら
、
初
回
接
種
を
受
け
た
５
歳
以
上
の
全
て
の
方
を
対
象
と
し
た
新
型

コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
「
令
和
５
年
秋
開
始
接
種
」
が
始
ま
り
ま
す
。

64
歳
以
下
の
方
は
努
力
義
務
が
課
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
接
種
券
一
体
型

予
診
票
の
一
律
発
行
は
行
い
ま
せ
ん
。
接
種
を
希
望
す
る
方
の
み
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
ま
た
は
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
電
話
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
申
請

市
公
式
サ
イ
ト
の
専
用
フ
ォ
ー
ム
に
必
要
事
項
を
入
力
し
て
送
信

電
話

羽
村
市
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
電
話
し
「
令
和
５
年
秋
開
始
接

種
希
望
」
と
伝
え
る

※
申
請
者
に
は
８
月
以
降
、
順
次
接
種
券
一
体
型
予
診
票
を
送
付
し
ま
す
。
接
種

券
一
体
型
予
診
票
が
届
い
た
ら
予
約
の
上
、
接
種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
「
令
和
５
年
秋
開
始
接
種
」
の
対
象
者
は
、
今
後
変
更
と
な
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
申
請
い
た
だ
い
て
も
、
対
象
外
と
な
っ
た
方
に
は
接
種
券
は
発
行
で
き

ま
せ
ん
。

※
65
歳
以
上
で
「
令
和
５
年
春
開
始
接
種
」
を
受
け
た
方
は
自
動
的
に
接
種
券
一

体
型
予
診
票
が
届
く
た
め
、
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
接
種
会
場
な
ど
「
令
和
５
年
秋
開
始
接
種
」
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、決
ま
り
次
第
、

広
報
は
む
ら
と
市
公
式
サ
イ
ト
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

受
付
け
…
午
前
９
時
～
午
後
５
時
（
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

に
よ
り
、

が
休

し

り
、

な

が

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

は
、

な

し
て
く
だ
さ
い
。
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せ

に

が
な
い
場
合
の

は

・

、

、

く

30

で
す
。

の

が
な
い
場
合
は

場

。

の

が
な
い
場
合
は

で
す
。

表

彰

令
和
４
年
度

「
緑
化
功
労
者
農
林
水
産
大
臣
賞
」

美
原
里
山
保
存
会
の
初
代
会
長
（
令
和
２

年
度
ま
で
）
と
し
て
、
手
入
れ
の
行
き
届
い

て
い
な
か
っ
た
林
地
を
自
ら
の
里
山
と
捉
え

直
し
、
周
辺
住
民
を
結
集
し
て
、
下
刈
り
・

伐
木
や
植
樹
な
ど
の
緑
化
活
動
を
行
い
、
地

域
の
共
有
財
産
と
し
て
加
美
緑
地
を
再
生
さ

せ
た
功
績
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

��  

平
成
24
年
４
月
発
足

  

70
人
（
令
和
４
年
度
）

  

場

グ
リ
ー
ン
ト
リ
ム
公
園
・

　
　

羽
加
美
緑
地
公
園
な
ど

土
木
課
公
園
管
理
係
内

282

生
涯
学
習

市
民
活
動
・
生
涯
学
習
に

活
用
し
て
く
だ
さ
い
！

市
民
活
動
団
体
な
ど
を
一
冊
に
ま
と
め
た

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
発
行
し
ま
す
。

「
市
民
活
動
団
体
ガ
イ
ド
」
と
「
団
体
・
サ
ー

ク
ル
ガ
イ
ド
」
は
、
市
内
で
活
動
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
団
体
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
市
民
活

動
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
・
生
涯
学
習
活
動

に
、
ぜ
ひ
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
公
共
施
設
な
ど
で
配
布

す
る
ほ
か
、
市
公
式
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

地
域
振
興
課
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

係
内

632
／
プ
リ
モ
ホ
ー
ル
ゆ
と
ろ
ぎ
（
生

涯
学
習
推
進
課
）
☎
５
７
０

－

０
７
０
７

給
付
金

・
助
成
金

  

電
力
・
ガ
ス
・
食
品
等

  

価
格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
な
ど
の
価
格
高
騰

に
よ
り
、
特
に
家
計
へ
の
影
響
を
大
き
く
受

け
る
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
し
て
給
付

金
を
支
給
し
ま
す
。

令
和
５
年
６
月
１
日
時
点
で
羽
村

市
に
住
民
票
が
あ
り
、
次
の
⑴
ま
た
は
⑵

に
当
て
は
ま
る
世
帯
の
世
帯
主

⑴
令
和
５
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯
（
世
帯

全
員
の
令
和
５
年
度
分
の
住
民
税
均
等
割

が
非
課
税
）

⑵
家
計
急
変
世
帯
（
⑴
以
外
の
世
帯
で
、
令

和
５
年
１
月
～
12
月
の
間
に
予
期
せ
ず
家

計
が
急
変
し
、
任
意
の
１
か
月
の
収
入
が

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
水
準
ま
で
減
少
し

た
世
帯
）

※
⑴
⑵
と
も
に
、
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い

る
方
の
扶
養
親
族
等
の
み
か
ら
な
る
世
帯

は
対
象
外
で
す
。

１
世
帯
あ
た
り
３
万
円

口
座
振
替

10
ペ
ー
ジ
の
表
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

対
象
⑴
①
は
、
令
和
５
年
度
も
同
様
の
経

済
状
態
で
あ
る
世
帯
に
限
り
ま
す
。

※
口
座
の
変
更
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、
書
類

9

　日 利用で ない時間
の ー

利用 時間

7 18日

・19日
～午後 0時 30 午後 1時か

8
29日 ～午前 10時 35 午前 11時か

30日

・31日
～午後 0時 30 午後 1時か

9

1日

・26日
～午後 3時 40 午後 4時か

13日

・20日

・27日

～午後 0時 30 午後 1時か

10

4 日

・18日

・25日

～午後 0時 30 午後 1時か

17日

・24日
～午後 3時 40 午後 4時か

　Ｓ＆Ｄスイミングプラザ羽村で小学校の水泳授業

を行うため、次の日程でプールの利用ができなくな

ります。ご理解をお願いします。

問�合せ　プール利用…Ｓ＆Ｄスイミングプラザ羽村

　☎ 579-3210 ／水泳指導…学校教育課指導係内 376

S&Dスイミングプラザ羽村のプールを
利用できない日があります

・サーク
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状
況
に
よ
り
、
施
設
が
休
館
し
た
り
、
事
業
な
ど
が
変
更
・
延
期
・
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
最
新
情
報
は
、
市
公
式
サ
イ
ト
・
各
施
設
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

10

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
同
封
の
返
信

用
封
筒
で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
振
込
通
知
書
の
ほ
か
に
書
類
な
ど
が
必
要

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

申
請
書
に
同
封
す
る
お
知
ら
せ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

受
付
窓
口
（
市
役
所
２
階

２
０
１
会
議
室
）
に
提
出
ま
た
は
郵
送

〒
２
０
５

－

８
６
０
１
（
所
在
地

記
載
不
要
）
羽
村
市
社
会
福
祉
課
庶
務
係

令
和
５
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯

…
11
月
30
日
㈭

家
計
急
変
世
帯
…
令
和
６
年
２
月

29
日
㈭

日

11

30
日

○
羽
村
市
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
す
る

価
格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
☎
０
５
７
０

－

０
９
２
９
２
２

12

日

○
社
会
福
祉
課
庶
務
係
内

112
・
477

受
付
時
間

午
前
９
時
～

正
午
、
午
後
１
時
～
５
時

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
）

里
帰
り
妊
婦
健
康
診
査
費
用
一
部
助
成

里
帰
り
に
よ
る
、
都
外
の
医
療
機
関
な
ど

で
の
妊
婦
健
診
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

出
産
の
日
か
ら
１
年
以
内

「
都
外
の
医
療
機
関
ま
た
は
助

産
所
健
診
時
の
領
収
書
、
母
子
健
康
手
帳
、

未
使
用
の
受
診
票
、
印
鑑
、
振
込
先
が
確

認
で
き
る
も
の
（
通
帳
な
ど
）」
を
お
持

ち
の
上
、
直
接
、
保
健
セ
ン
タ
ー
へ

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

子
育
て
相
談
課
母
子
保
健
・
相
談

係
（
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）
内

697

妊
婦
健
康
診
査
（
超
音
波
検
査
）
の

公
費
負
担
を
拡
充

超
音
波
検
査
の
一
部
公
費
負
担
の
回
数

を
、
現
行
の
１
回
か
ら
４
回
に
増
や
し
ま
す
。

妊
娠
届
け
出
時
に
妊
婦
健
康
診
査
（
超
音
波

検
査
）
受
診
票
を
４
回
分
交
付
し
ま
す
。

令
和
５
年
４
月
１
日
以
降
に
妊
娠

届
を
提
出
し
た
方

※
対
象
者
の
う
ち
１
回
分
の
み
交
付
し
て
い

る
方
に
は
、
５
月
に
３
回
分
の
受
診
票
を

送
付
し
ま
し
た
。

※
「
受
診
票
を
使
用
せ
ず
都
外
の
医
療
機
関

で
超
音
波
検
査
を
受
け
た
」「
追
加
交
付

の
受
診
票
が
届
く
前
に
２
回
目
以
降
の
超

音
波
検
査
を
受
け
た
」
方
は
償
還
払
い
の

申
請
が
で
き
ま
す
。
申
請
に
は
領
収
証
・

母
子
手
帳
・
未
使
用
の
受
診
票
が
必
要
で

す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

子
育
て
相
談
課
母
子
保
健
・
相
談

係
（
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）
内

697

　西多摩の小・中学生が歌う合

唱団や西多摩出身の若手音楽家

による歓迎演奏、音楽の都ウィー

ンの音楽家たちとの交流演奏、

ウィーン・フィルハーモニー管弦

楽団メンバーによる木管五重奏

の演奏をお楽しみいただけます。

� 　10月 9日（月・祝）午後 5時～ 7時（開場：午後

4時 30分）

� 　プリモホールゆとろぎ大ホール（全席指定）

　800 人（一般・招待各 400 人。未就学児入場不可）

　1,000 円

� 　7月5日㈬からの午前9時～午後8時に直接、

プリモホールゆとろぎへ（祝日以外の月曜日休館）

　子ども国際交流音楽祭実行委員会

�

（先着 400 人）

� 　7月 5日㈬～ 9月 6日㈬の午前 9時～

午後 8時に、直接、ゆとろぎへ

問�合せ　プリモホールゆとろぎ（生涯学習推進課）

　　☎ 570-0707

も 子ども国際交流音楽祭

対　 受

5

年

課

4 年

に

（5 ）

を受 し

8 上 に を （

が記 されています）。

※ は、

時に し です。内

を してください。

8

の

を受けてい

ない

8 上 に、 を します。

事 を記 の上、 とともに

の 用 で してください。

8

サ か を ン ー

し、 事 を記 して

受

9 か

対 との な
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せ

に

が
な
い
場
合
の

は

・

、

、

く

30

で
す
。

の

が
な
い
場
合
は

場

。

の

が
な
い
場
合
は

で
す
。

環

境

皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

羽
村
市
環
境
と
み
ど
り
の
基
本
計
画

環
境
座
談
会

市
で
は
、
環
境
と
み
ど
り
の
基
本
計
画
の

改
定
に
あ
た
り
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
環
境

配
慮
の
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
た
提
案
な
ど
を

伺
う
た
め
、「
環
境
座
談
会
」
を
行
い
ま
す
。

「
こ
ん
な
『
環
境
都
市
は
む
ら
』
に
し
た
い
」

「
こ
ん
な
『
エ
コ
ま
ち
は
む
ら
』
に
な
っ
て
ほ

し
い
」
な
ど
、
今
よ
り
も
っ
と
住
み
や
す
く
、

環
境
に
や
さ
し
く
、
魅
力
あ
る
『
は
む
ら
』

に
す
る
た
め
の
提
案
な
ど
を
お
聞
か
せ
く
だ

さ
い
。

７
月
15
日
㈯
午
前
10
時
～
正
午

プ
リ
モ
ホ
ー
ル
ゆ
と
ろ
ぎ
創
作
室
１

30
人
（
申
込
順
）

７
月
３
日
㈪
～
13
日
㈭

の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
に
、
電
話
ま
た

は
直
接
、
環
境
保
全
課
内

225
へ

ア
ラ
イ
グ
マ
・
ハ
ク
ビ
シ
ン
の

防
除
事
業
を
始
め
ま
す

外
来
生
物
で
あ
る
ア
ラ
イ
グ
マ
・
ハ
ク
ビ

シ
ン
が
生
活
環
境
や
生
態
系
に
与
え
る
影
響

は
、
広
域
的
な
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
市
内

で
も
目
撃
情
報
や
被
害
に
関
す
る
相
談
が
あ

り
ま
す
。

市
で
は
令
和
５
年
度
か
ら
「
東
京
都
ア
ラ

イ
グ
マ
・
ハ
ク
ビ
シ
ン
防
除
実
施
計
画
」
に

参
加
し
、
ア
ラ
イ
グ
マ
・
ハ
ク
ビ
シ
ン
の
防

除
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
ま
し
た
。

要
件
に
合
致
し
た
場
合
に
は
「
箱
わ
な
」

に
よ
る
捕
獲
を
行
い
ま
す
。
建
物
の
破
損
や

糞
尿
に
よ
る
汚
損
（
特
に
天
井
裏
）、
飼
っ

て
い
る
魚
や
作
物
が
食
べ
ら
れ
る
な
ど
、
ア

ラ
イ
グ
マ
・
ハ
ク
ビ
シ
ン
が
要
因
と
思
わ
れ

る
被
害
に
遭
っ
た
方
は
、
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

環
境
保
全
課
内

226

令
和
４
年
度
資
源
・
ご
み
収
集
量
報
告

市
で
は
、
令
和
４
年
度
の
資
源
・
ご
み
収

集
量
の
目
標
値
を
定
め
、
ご
み
の
減
量
と
リ

サ
イ
ク
ル
の
推
進
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

令
和
４
年
度
は
、
燃
や
せ
る
ご
み
は
増
加

し
ま
し
た
が
、
全
体
的
に
は
、
実
績
値
が
目

標
値
よ
り
合
計
で
３
７
３
ト
ン
減
少
し
、
目

標
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

燃
や
せ
る
ご
み
の
減
量
に
は
、
し
っ
か
り

と
水
切
り
を
し
て
か
ら
生
ご
み
を
出
す
こ
と

や
再
利
用
で
き
る
紙
な
ど
は
適
切
に
分
別

し
て
資
源
ご
み
と
し
て
出
す
こ
と
が
重
要
で

す
。
引
き
続
き
、
ご
み
の
減
量
化
や
資
源
化

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

生
活
環
境
課
内

204

交
通
安
全

電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
に
新
し
い

交
通
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
ま
す

７
月
１
日
か
ら
、
一
定
の
基
準
に
該
当
す

る
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
等
に
つ
い
て
、
運
転

免
許
が
不
要
な
「
特
定
小
型
／
特
例
特
定
小

型
原
動
機
付
自
転
車
」
が
創
設
さ
れ
る
な
ど

の
、
新
し
い
交
通
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
等
を
運
転
で
き
る
の

は
16
歳
以
上
で
す
。
運
転
免
許
が
必
要
な
車

両
区
分
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。
運
転
前
に
ど

の
車
両
区
分
に
該
当
す
る
か
確

実
に
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
詳
し

く
は
警
視
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

防
災
安
全
課
防
犯
・
交
通
安
全
係

内

216

11

　 マ（ 東

京都 ）

　 クビ ン（ 東

京都 ）

4年 ・

・
対

せる 7 977 8 001 24

せない 404 384 ��20

4 100 3 821 279

674 582 ��92

28 24 ���4

害 22 19 ���3

せる （事

系）
2 565 2 566 1

合 15 770 15 397 373

み

　 サ
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状
況
に
よ
り
、
施
設
が
休
館
し
た
り
、
事
業
な
ど
が
変
更
・
延
期
・
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
最
新
情
報
は
、
市
公
式
サ
イ
ト
・
各
施
設
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

健

康

胃
が
ん
検
診
・
肺
が
ん
検
診
（
第
２
期
）

９
月
６
日
㈬
～
９
日
㈯
・
11
日
㈪

の
午
前
７
時
30
分
～
正
午
（
時
間
指
定
不

可
。
受
診
時
間
は
受
診
票
に
記
載
し
ま
す
）

※
検
診
希
望
日
は
実
施
日
５
日
間
の
中
か
ら

選
ん
で
く
だ
さ
い
。

保
健
セ
ン
タ
ー

検
診
日
現
在
40
歳
以
上
（
喀
痰
検
査

は
50
歳
以
上
）
で
市
内
に
住
民
票
が
あ
る
方

を

す
る
場
合

次
の
①
②
の
両
方
に
該
当
す
る
方
が
喀
痰

検
査
を
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
検
診
日
現
在
、
50
歳
以
上

②
（
１
日
の
喫
煙
本
数
）
×
（
喫
煙
年
数
）

＝
６
０
０
以
上
の
方
（
喫
煙
指
数
）

※
喀
痰
検
査
だ
け
の
受
診
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
喀
痰
検
査
を
希
望
し
て
も
、
条
件
に
当
て
は

ま
ら
な
い
方
に
は
容
器
を
送
付
し
ま
せ
ん
。

各
日
、
各
検
診
80
人
程
度
（
申
込

多
数
の
場
合
は
抽
選
）

※
受
診
票
を
８
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。
抽

選
に
外
れ
た
方
に
も
連
絡
し
ま
す
。

各
検
診
５
０
０
円
（
生
活
保
護
を

受
け
て
い
る
方
を
除
く
）

受
診
票
、
費
用
、
喀
痰
検
体
（
希

望
者
の
み
）

胃
が
ん
検
診
（
問
診
・
胃
部
デ
ジ

タ
ル
エ
ッ
ク
ス
線
撮
影
・
バ
リ
ウ
ム
検
査
）

／
肺
が
ん
検
診
（
問
診
・
胸
部
デ
ジ
タ
ル

エ
ッ
ク
ス
線
撮
影
・
喀
痰
検
査
）

※
授
乳
中
の
方
が
胃
が
ん
検
診
を
受
け
る

と
、
下
剤
に
よ
る
影
響
が
母
乳
に
出
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

７
月
１
日
㈯
～
14
日
㈮
（
必
着
）

に
、
電
子
申
請
ま
た
は
、
必
要
事
項
を
は

が
き
ま
た
は
封
書
に
記
入
し
郵
送

〒
２
０
５

－

０
０

０
３

羽
村
市
緑
ヶ
丘
５

－

５

－

２

羽
村
市
保
健
セ
ン

タ
ー

が
ん
検
診
担
当

①
検
診
希
望
日
（
第
１
希
望
日
・
第
２
希
望

日
・
い
つ
で
も
可
）

②
希
望
す
る
検
診
名

③
住
所　
　

④
氏
名
（
フ
リ
ガ
ナ
）

⑤
生
年
月
日
お
よ
び
年
齢

⑥
連
絡
先
（
日
中
連
絡
可
能
な
電
話
番
号
）

⑦
喀
痰
検
査
を
希
望
す
る
方
は
、
一
日
の
喫

煙
本
数
×
喫
煙
年
数
（
必
ず
記
入
）

◆
胃
が
ん
検
診
…
①
～
⑪
全
て
／
肺
が
ん
検

診
…
①
、
⑨
～
⑪

①
妊
娠
中
ま
た
は
妊
娠
の
可
能
性
が
あ
る
方

②
バ
リ
ウ
ム
製
剤
に
ア
レ
ル
ギ
ー
の
あ
る
方

③
過
去
２
か
月
以
内
に
大
腸
ポ
リ
ー
プ
を
切

除
し
た
方

④
過
去
１
年
以
内
に
開
腹
手
術
や
整
形
外
科

の
手
術
を
し
た
方

⑤
腸
閉
塞
の
既
往
の
あ
る
方

⑥
過
去
１
年
以
内
に
心
筋
梗
塞
や
脳
梗
塞
等

の
疾
患
を
発
症
し
た
こ
と
の
あ
る
方

⑦
検
査
時
補
助
を
必
要
と
す
る
方

⑧
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
な
ど
を
腹
部
に
装
着
ま

た
は
装
着
部
位
が
不
明
な
方

⑨
現
在
、
検
診
を
受
け
る
部
位
に
病
気
が
あ

り
治
療
中
、
ま
た
は
経
過
観
察
中
の
方

⑩
職
場
で
受
診
す
る
機
会
の
あ
る
方

⑪
今
年
度
す
で
に
同
検
診
を
受
診
し
た
方

※
家
族
で
検
診
を
希
望
す
る
場
合
も
、
１
人

１
枚
の
申
込
み
が
必
要
で
す
。

※
窓
口
で
申
込
書
の
配
布
は
行
い
ま
せ
ん
。

健
康
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）
内

626

骨
太
教
室

生
活
編

骨
に
つ
い
て
の
知
識
と
、
骨
に
刺
激
を
与

え
る
効
果
的
な
運
動
や
生
活
に
つ
い
て
、
実

技
を
交
え
て
話
し
ま
す
。

７
月
22
日
㈯
午
後
２
時
～
４
時

（
受
付
け
…
午
後
１
時
45
分
か
ら
）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

ホ
ー
ル

市
内
在
住
の
方

40
人
（
申
込
順
）

筆
記
用
具
、
動
き
や
す
い
服
装
・

靴
で
お
越
し
く
だ
さ
い

石い
し

井い

博ひ
ろ

之ゆ
き

さ
ん

（
杏
林
大
学
保
健
学
部
教
授
）

７
月
４

日
㈫
～
21
日
㈮
に
、
電
話
ま
た
は
電
子
申

請
で
、
健
康
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）
内

626
へ

骨
太
教
室

栄
養
編

不
足
し
や
す
い
カ
ル
シ
ウ
ム
を
、
お
い
し

く
効
果
的
に
取
り
ま
し
ょ
う
（
調
理
実
習
あ

り
）。

８
月
１
日
㈫
午
前
10
時
～
午
後
０

時
30
分

保
健
セ
ン
タ
ー

市
内
在
住
の
方

16
人
（
申
込
順
）

３
０
０
円
（
調
理
実
習
代
）

筆
記
用
具
、
エ
プ
ロ
ン
、
バ
ン
ダ
ナ
、

健
康
手
帳
（
持
っ
て
い
る
方
）

※
食
品
衛
生
上
の
観
点
か
ら
、
調
理
実
習
中

の
マ
ス
ク
着
用
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

７
月
４
日
㈫
か
ら
、「
①

氏
名

②
年
齢

③
日
中
連
絡
可
能
な
電
話

番
号

④
住
所
」
を
、
電
話
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル

で
、
健
康
課(

保
健
セ
ン
タ
ー
内)

内

624
へ

　
　

s305000@city.hamura.tokyo.jp

※
Ｅ
メ
ー
ル
で
申
し
込
む
と
き
は
、
件
名
に

「
骨
太
教
室
栄
養
編
参
加
希
望
」、
本
文
に

必
要
事
項
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

12
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せ

に

が
な
い
場
合
の

は

・

、

、

く

30

で
す
。

の

が
な
い
場
合
は

場

。

の

が
な
い
場
合
は

で
す
。

休
日
準
夜
診
療
（
瑞
穂
町
）
に

新
し
い
医
院
が
加
わ
り
ま
し
た

４
月
か
ら
、
休
日
準
夜
診
療
の
瑞
穂
町
分

に
、
新
し
く
埼
玉
県
入
間
市
の
「
小
林
病
院
」

が
加
わ
り
ま
し
た
。

小
林
病
院
を
受
診
す
る
場
合
は
、
事
前
に

病
院
へ
の
連
絡
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、

瑞
穂
町
公
式
サ
イ
ト
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

瑞
穂
町
保
健

セ
ン
タ
ー
☎
５
５
７

－

５
０
７
２

選

挙

７
～
８
月
は
、
政
治
家
の
寄
附
禁
止

Ｐ
Ｒ
強
化
期
間
（
夏
期
）

寄
附
禁
止
の
ル
ー
ル
を
守
っ
て
明
る
い
選

挙
を
実
現
し
ま
し
ょ
う
。

政
治
家
が
選
挙
区
内
の
方
に
お
金
や
物
を

贈
る
こ
と
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
有
権
者
が
政
治
家
に
対
し
寄
附
を
求

め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
政
治
家
は
有
権
者
に
寄
附
を
贈
ら
な
い
！

○
有
権
者
は
政
治
家
に
寄
附
を
求
め
な
い
！

○
政
治
家
か
ら
有
権
者
へ
の
寄
附
は
受
け
取

ら
な
い
！選

挙
管
理
委
員
会
事
務
局
内

684

水

道

水
道
メ
ー
タ
ー
を
無
料
で
交
換
し
ま
す

今
年
度
中
に
使
用
期
限
（
８
年
間
）
を
過

ぎ
る
水
道
メ
ー
タ
ー
を
交
換
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
の
は
、
メ
ー
タ
ー
の
フ
タ
の

裏
側
に
「35/11

ま
た
は36/

〇
（
〇
は
６

～
９
の
数
字
）」
と
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の

で
す
。

対
象
と
な
る
お
宅
に
は
、
市
が
委
託
し
た

工
事
店
が
事
前
に
案
内
を
配
布
し
、
交
換
を

行
い
ま
す
。
作
業
員
は
腕
章
の
ほ
か
、
市
が
発

行
す
る
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

留
守
の
場
合
も
宅
地
内
で
作
業
し
ま
す
。

ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
交
換
後
、
一
時
的
に
水
が
濁
っ
た
り
空
気
泡

が
出
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
ば
ら

く
水
を
流
し
て
か
ら
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

��

が

を

る

と
が

き
ま
す

  

問
合
せ

内

た
ば
こ
に
は
約
５
３
０
０
種
類
の
化
学

物
質
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
発
が

ん
性
の
あ
る
化
学
物
質
は
約
70
種
類
。
喫

煙
に
よ
っ
て
、
男
性
で
は
約
４
・
８
倍
、
女

性
で
は
約
３
・
９
倍
も
肺
が
ん
リ
ス
ク
が

高
く
な
り
ま
す
。
喫
煙
本
数
を
減
ら
し
て

も
、
喫
煙
期
間
が
長
け
れ
ば
肺
が
ん
リ
ス

ク
は
大
き
く
、
逆
に
禁
煙
を
続
け
る
と
、

リ
ス
ク
は
徐
々
に
低
下
し
ま
す
。

喫
煙
は
肺
が
ん
だ
け
で
な
く
、
そ
の
ほ

か
の
が
ん
や
脳
卒
中
、
心
疾
患
な
ど
の
循

環
器
疾
患
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ
（
慢
性
閉
塞
性
肺

疾
患
）
な
ど
の
肺
疾
患
、
糖
尿
病
な
ど
の

生
活
習
慣
病
の
危
険
因
子
で
す
。

加
熱
式
た
ば
こ
は
、
た
ば
こ
葉
に
熱
を

加
え
て
ニ
コ
チ
ン
な
ど
を
含
ん
だ
エ
ア
ロ

ゾ
ル
を
発
生
さ
せ
る
方
式
の
新
型
た
ば
こ

で
す
。
近
年
の
研
究
で
は
、
加
熱
式
た
ば

こ
と
紙
巻
た
ば
こ
の
ニ
コ
チ
ン
の
含
有
量

は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
、
紙
巻
た
ば
こ
よ

り
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
有
害
物
質
も
あ

り
ま
す
。

た
ば
こ
の
有
害
物
質
は
７
ｍ
先
ま
で
届

き
ま
す
。
喫
煙
し
な
い
人
が
喫
煙
者
の
煙

を
吸
わ
さ
れ
る
「
受
動
喫
煙
」
も
肺
が
ん

の
リ
ス
ク
を
高
め
ま
す
。
喫
煙
者
が
吸
う

主
流
煙
よ
り
も
火
の
つ
い
た
た
ば
こ
か
ら

出
る
副
流
煙
の
方
が
有
害
物
質
を
多
く
含

ん
で
お
り
、
受
動
喫
煙
に
よ
る
肺
が
ん
の

リ
ス
ク
は
、
約
１
・
３
倍
に
増
加
し
ま
す
。

そ
の
た
め
、
喫
煙
を
し
て
い
な
い
人
も
肺

が
ん
検
査
は
必
要
で
す
。

①
冷
た
い
水
や
お
茶
を
飲
む

②
深
呼
吸
を
す
る

③
ガ
ム
を
か
む

④
体
を
動
か
す　
　

⑤
歯
を
磨
く

禁
煙
外
来
で
医
師
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け

な
が
ら
薬
を
使
っ
て
卒
煙
を
目
指
す
方
法

も
あ
り
ま
す
。
自
分
に
合
っ
た
方
法
で
禁

煙
を
始
め
ま
し
ょ
う
。

★
羽
村
市
で
は
現
在
、
肺
が
ん
検
診
の
申

込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
詳
し
く

は
広
報
は
む
ら
12
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。日

医

が

診/

が

　

サ

7 10日 ～ 8 10日

東

　 内

　4～ 5

690～743

（ ）
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状
況
に
よ
り
、
施
設
が
休
館
し
た
り
、
事
業
な
ど
が
変
更
・
延
期
・
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
最
新
情
報
は
、
市
公
式
サ
イ
ト
・
各
施
設
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

14

水
道
事
務
所
☎
５
５
４

－

２
２

６
９

10 10 日 ～ 11 10 日

　1～ 3

東

　 内

　

　

　

の は 時か で し、 の

とともに事 を して まし 。

事 の と の 事

の な 事 時 の （ ）

12 000

。 内の の さ 21422

（ 62年前）

31年 。「

」か 「 」

へ（ 10 104 、1 887

）

30 000

。 （ の

事 内 前に 用し

てい ）

41 年

35 000

。 2 場 （

の い ） （ 4

）

48 年

（

）

45 300

。 2 場 （

の い ） （ 4

）

53 年

61 020

。 1 場 （

の 事 内 ）

3 年 「

」へ（ 53 381

、19 386 ）

60 000

17年

ス「は 」

4 年 （60 000 ）。 内の

の さ 191 164

合

スター

※（ ）内、

34 年。 1

の （

）を してい

る 。 の

事 内。

36年の

事の記 か

40年に され 1 場 。

　 事 にある の前 です

45年 の 2 場 。 、 、 、

（ ）、 （ ）に しています

おいしい

羽村の水を

知ろう②

問合せ　 事 ☎ 554-2269

45 年 の

（

が ）

34 年。 1

 水道事業アルバム 

ず
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に

、

が

、

が

・

に
な

場
合
が

す
。

は

・

の

な

を

す

、

い
合

く

い
。

日� �� � �� � ��対� �� � �� � ��持� ��内� �� � ���� �������� � �� � ��後� 受� �� � �� � ��問�問合せ�

有
料
広
告

　7 は「 を るくする

」 間・ 間

　「 を るくする ～

を し、 ち りを

る の ～」は、 ての

が の と、 を

し ち に っ 年

ちの に いて

の を 、

れ れの 場で

を合わせ、

のない

るい を

とする な

で、 年で 73

を まし

。

　 ち りを り る とで、

ちが す が、より

で なものに

なります。

問 課

内 112

　 3 障害者

日 7 13日 午後 7時か

東 4

5 （ 着 ）

問障害 課障害 内 172

3 齢者

介 保険事

日 7 20日 午後 7時か

東 4

5 （ 着 ）

問 齢 介 課 齢 内 175

　 1

　

日 7 31日 午後 2時か

東 4

5 （ 着 ）

問障害 課障害者 内 185

　 者 ～

　 　2023　 ～　 で

　 するとは い 事

　 して い でも、 に

なのか 。 な と

を っている 、 ひ してく

ださい。 の

者による な を ける

者との を れる

です。

日 7 16 日 午前 10 時～ 午

センター ー 対

者・ 者 20 （

）

・問 7 13 日 ま

でに、 ー

ま は で、

課 内 656 へ

　 サ ン・

日 ・ 日、 ま は日 日の

午前 10 時～午後 4 時（夜間

あり。 。 ン ン ）

センター

・問 ー ま

は 課

内 657 へ

　　　

　夜間 用受 が

　 になります

　8 か 、夜間 用受

を 用 合せ の

で います。 用を する

は、 に してください。

　 日 ・ 場は、 用を

する の前 の 10 日までに、

サ でお せします。

※ 用が し は、

用 に、

26 日以 に

ス ー ー

にお しく

ださい。

※ 合せ に で なかっ

の受 けは、 26 日以

になります（受 け 午前 9

時～午後 5時）。

※ の日 は、 になる

場合があります。 サ

な で 日 してください。

※ は 聴で ない場合

があります。

審議会などの傍聴

ン ンの

ち

しごと

施設から

Ｓ＆Ｄスポーツ
アリーナ羽村

☎ 555-0033

　 内 では、

な の で の を

する とがあります。

か の を にお

せする 、サ ンを

します。 の が ますの

で、サ ンを い に

は かないでください。

問東京都 内

事 ☎ 0428-86-2211

危険
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特
に
記
載
が
な
い
場
合
の
受
付
時
間
は
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
で
す
。
費
用
の
記
載
が
な
い
場
合
は
無
料
。
申
込
み
の
記
載
が
な
い
場
合
は
直
接
会
場
へ
。

日� �� � �� � ��対� �� � �� � ��持� ��内� �� � ���� �������� � �� � ��後� 受� �� � �� � ��問�問合せ�

ら 報

有
料
広
告

情報アラカルト

暮らし

　1 「1 ち

　 まれ～ 」

日7 25 日 午前 9 時 30 ～

11時 保健センター 対 7 に 1

になる 内 のお さ と保

者（ な は で ま

せ ） 8 （ ）持 健

康 、 スタ 、 内

1 の 、 、 、

事、 、事 な

・問 7 5日 の午前 9時か 、

ま は 、 て 課　

保健・ （保健センター

内）内 692 へ

　お さ の に関する

合 日 ～

日（ 日を く）

対 18

7 の 日 14

日 ・26日 保健

センター

・問 て 課 保健・

（保健センター内）内 694

　 ・ の

　 の はお ですか

　5 に、 ・

の の案内が い

で、まだ していない は、

してください。 の

がで ませ 。 は でも

です。

問 て 課 ・ 内 237

　 を

　 しています

　障害のある を している

ま は 者に します。

対 内 で、 の ～ のいず

れかに する 20 の

を している ま は 者

障害者 1～ 3

の 1～ 3 上記

の と の もしくは

ま は 障害のある

（ ）1 53 700 、2

35 760 のいずれ

かに すると は されませ

。 、 者およ の

者の が 準 以上の

と 、 者が を

していない（ な ）と

が障害を とする

年 を受けていると

※受 な により、

が なります。 し

くは、問い合わせてください。

問 て 課 ・ 内 235

　 2 場の が

　 用で ませ

　 害時マン ー の

事の 、 2 場の

が 用で ませ 。ま 、 事

な の りがありますので、

には に してください。

7 8日 ～ 31日 （ ）

問 場に いて 課

内 395 事に いて

事 ☎ 554-2269

　 の

日 7 12 日 午前 10 時～ 午、

午後 1時 15 ～ 4時

関前 対 16 ～ 69 の （65

以上の は、60 ～ 64 に

の がある ）内 400 、200

※ ・ビタ ン ・

を 用している も

（問診な により

で ない場合もあ

ります）

※200 は、

が 保で 場

合には受 けを

する とがあ

ります。

問健康課（保健セ

ンター内）内 623

　原 者の に

　 では、 年 8 に原

者の に を していま

す。対 の は してください。

対 7 1日 、 内に が

あり、 者健康 を持ってい

る 1

※ 年 で受 し には

を ります。 に 者健

康 を し し

な は問い合わせてください。

受 7 3日 ～ 18日

日 8 15日

問 課 内 114

16

子育て

で

ない

え

け け ち
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17

受 ン 事

　東京都では、受 のいる

以 の に、

・ な の受 用の を

利 で っています。対 受

に すると が されま

す（ が です）。

対 の 者である と

の ま は が

準以 である と

の な の保 が 600

以 である と ・ を

していない と（ のも

のを く） 都内に 1年

以上 している（ がある）

と 保 受 でない

とな な 受

20 以内 受

受 2 7 400 以内 ・

な 受 8 以内

※ しくは問い合わせてください。

問 ☎ 554-0304

25 障がい者

　 にお まいの障害のある

の を します。

日 7 15日 ～ 30日 の午前 10

時～午後 5時（ 日は午後 3時

まで） せせ の

☎ 0428-85-1109 ※ 間

後

問 ☎554-0336（ ・

日 日、 日を く）

　

持者ま

は 用 日 、

� 6 年 4 1 日

、55 で 3 年

以上 6 年 4 1日

、35

持者ま は

6 年 4 1日

40 で 3 年以

上 6 年 4 1日

、35 （いずれも

な ） 用 6年

4 1日 日 8 19日

科 ン ー ー 、 、

7 18 日 ～ 31 日

（ 着）の午前 9時～午後 5時

に、 を受 者 が

ま は （ ）

用 受

（2 ）（

サ か ン ー ）

証の し（ の

は、 証 およ 証

）

・問 　事

課（ 2 ）

☎ 551-1111 内 2512 197-8511

6

1

※ は で

ませ 。

　 まち セ ー

あな のお の ン くりに

　 しませ か

　11 に の「まち （お

の が となって、 な

ではの お ち

な を で る

ー ）」のセ ーを います。

日 7 20 日 午後 2 時 30

午後 7 時

センター ー

対 内事 者
ま い

よ いち

さ （ まち

の ）

・問 ☎ 555-6211

「 スタン

ー 」受 者

　 な を

、 にはビ ス ン

を させます。

日 8 20 日 ・27 日 、9 10

日 ・17日 ・24日 日午前

9 時 30 ～午後 4 時 30

対 に がある

、 して間もない な

30 （ ） 5 000 （

5 ） 東京都

合 サ

へ

問

☎ 555-6211

商工会から福生病院企業団から

　 し なが スマー ン 用を

で る、 の です。

日 8 5 日 午前 9 時 30 ～午後 0 時 30

午後 1時 30 ～ 4 時 30 セ

ンター 1 対都内 の 60 以上で、

スマー ンを っていない に

れな 20 （ の場合は ）

※ に外れ の

※ のスマー ンに いて し い は

お持ちください。

東京都の によるスマー ン 　

東京都 タ サービス

・問 7 28日 までに、 事 を、 ま

は クスで、スマー ン 事 事

へ☎ 050-5536-6049（ ～ 日の午前 9時～

午後 5時。 日を く） 050-3588-6337

事 の日時・ 場、 、年 、

、 、お まいの 、スマー

ンの

※スマー ン 用（ 1か 間）の も

受け けます（スマー ンを持っていない

対 ）。
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　 ク ビクスを して

　 ませ か

　 ク ビクスとは、 ー な の

で ビクスの とです。

日 2・ 4 日の午後 3時か

（休 日あり） ー 受 で 日

の 時間 60 前か （ 着 ）

※ しくは ス

ン

サ を

してください。

　 8 A A ー ン

　

　 で する の

およ による

かな です。

7 15日 ・16日

ー と ー 252

（ ）

・ 時

　7 15日

　場　 午前 11時 30

午前 11時 50

午

の

「ひ 」
午後 1時

日
午後 1時 55

合
午後 2時 30

午後 3時 45

午後 4時 35

　7 16 日

　場 午前 11時 30

ー ン 午前 11時 50

のすず 2
午

さ まるはち 午後 1時 5

午後 1時 55

ー 午後 2時 25

午後 3時 5

午後 4時 5

りのま

　 しい の か 向けの

を紹介する ン 「

りのま 」を します。

におすす の しい を くさ

紹介しています。 と

で します。

・ 7 15日

※「 りのま 」で紹介し

ている は、 に 1 2 ま

で りる とがで ます。

休 課 の

　「 69 年

ンクー 」の課 を し

ます。 の場合は、 ク ス

を利用してください。

7 15日 ～ 8 31日

ー ー

※利用が する 、課

の は 1 2 までです。

　 内 日（休 日）

7 18日

　おはなし

　 しいおはなしを用 して っ

ています。

　ス ー ー ー ン 「

の 」な

日 7 15日 午前 11時か

　 「 ー 」「 ま く

にちは」な

日 7 19日 午前 11時か

　 休 に ン に

　 しませ か

7 24 日 ～ 9 8 日 （

により なる）内 内の

での ン 対都内

・ ・ の 4年

以上（ により年齢

あり） （ ・ での

ン は保険 350 ）

・問 7 3日 ～ 21日 の午前

9時～午後 5時に、 ま は

、 へ（ ・日

日、 日を く）☎ 554-0304

日 7 22 日 午後 1時～ 2時

センター

※ 後に 受 も います。

7 24 日 ～ 9 8日 内

り セー ー な の

で る ン

※ しくは

サ を してください。

対都内に 、 、 の

※ ・ は です。

問 ☎ 554-0304

プリモライブラリー
はむら

☎ 554-2280

ら 報

施設から

プリモホールゆとろぎ
☎ 570-0707

社会福祉協議会から

Ｓ＆Ｄスイミング
プラザ羽村

579-3210

こ
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東京都

保健

東京 ー

マ ン

　 て

　保 て の で 事

する上で な を

に ける です。

9 か ース

保 、 て 、 課

後 、 ース 対都

内 ま は で、 て

として する のある

ン ンま は 、 な

7 14 日 まで（ 日

）に、 ン ン ま

は （ ）。

※ しくは、 （

2 て 課で 7 3日

か ）ま は東京都

保健 サ な を

してください。

問 保 ース （ ）東京

都 保健 ☎ 03-3344-8533

て ース・ 課

後 ース・ ース

東京 ー マ ン ☎ 03-

5913-6225

　東京 の は、

　 （ ）を

対 ス の

な 、 の を す

の東京 合

で にかかる の

10

※ を受けるには が で

す。 しくは東京都

サ を するか問い合わ

せてください。

問 都 事 ☎ 042-644-

1111

「
は
む
ら
家
族
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
参
加
し
た
「
は
む
ら
家
族
」
を

紹
介
し
ま
す
。
今
回
は
「
武
内
ア
ド
ラ
ド
ス
さ
ん
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
で
す
。

場

さ

の

は
、

を
間

に

な
が

で

場

で
す
。

が

に
な

い

の
場

で

す
。

に
な

が

、

日
に
は

を

。

に

に

、

く

い

い

に

場

で
す
。

はむら家族プロジェクト

※ の 「は 」の な を、

サ で しています。「 は 」で し

てください。

問�合せ 秘書広報課広報・シティプロモーション係内 336

は

　7 1日 の で ン を しているよ。

を て 。

　 の場 には さしい さ がいて、

とい い なお をしてくれる だり

はむりんクイズ

の とをもっと ってほしいり

前

は

り

ま

っ

あ

を
く
る

、

て
い
る
お
や

だ
り
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官公署などから

　

日7 18 日 午後 1時 30 か

持 、年 2 000

※ 日 を します。

・問 ー センター

☎ 554-5131

　 事 者

　

日 10 1日 午前 10時～ 午

ン ス 9

7 31日 まで（ ・日 日、

日を く） 場 事

6 224 （受 6 000 、

224 ） 7 3 日 ～ 31

日 （ 日 ）に、

により

※ しくは問い合わせてください。

問東京都 サービス

☎ 03-3241-0818

　 6年 用案内

年

9 5日 まで

9 7 日 まで （

・ 合 ） 9 5 日 ～ 8

日 （ ） 10

18日 医科 （医 科）

10 11日 医科

（ 科） 10 4 日

科 （ ） 10 1日

～ 12 1 日 科

（ ） 10 1日 ～

6年 1 5日

・東京 ・ ・

（ ・ ） 日7 14

日 午前 9時か 午後 1時

20 か （受 け 20 前）

3

40 （ ）

・問 案内

☎ 551-4725

　 5年 東京都

事 「は

」

日 7 22 日 ・29 日 、8 5

日 ・12 日 日午前 8 時～ 9

時

合 場 受午前

7時 30 対 3～ 6年 （保

者も で ます）持タ 、

（ で る ・ で

してください）※ 害保険

（ 者 ） 東京都、（ ）

東京都 、

上 ク

※ 者 （ 、 年）は、

東京都が 向上事 に 用

します。

問 上 ク （ ）

☎ 554-2763（午後 6時～ 8時）

　5 24 日に、 ン ン の ビー ー・

ス 7 と ス 3 の間に の ち が

しまし 。

　 のひ に るほ の さで、まるで か て

かのよ な しさです。7年 りに し ち ちを、

かく ってください。

　 ち は 5 27日時 で 472 と 562 。

場で と に しており、すでに

ー で も で るな 、すくすく

しています。

問合せ　 ン ン ☎ 579-4041

ら

アメリカビーバーに双子ちゃん誕生！

ん

ン ン

　 でも紹介

　しています

シルバー人材センターから

案内 サ



 プリモホールゆとろぎ㈪ ☎ 570-0707  いこいの里㈰ ☎ 578-0678  子ども家庭支援センター㈯㈰ 　☎ 578-2882
 プリモライブラリーはむら㈪ ☎ 554-2280  地域包括支援センターあさひ㈯㈰  中央児童館㈮ 　☎ 554-4552
S＆Dスポーツアリーナ羽村㈪ ☎ 555-0033                            ☎ 555-8815  西児童館㈫ 　☎ 554-7578
S＆Dスイミングプラザ羽村㈪ ☎ 579-3210  地域包括支援センターあゆみ㈯㈰  東児童館㈭       　☎ 570-7751

 郷土博物館㈪ ☎ 558-2561                            ☎ 570-1200  富士見斎場                            　☎ 555-6269

 水道事務所㈯㈰ ☎ 554-2269  地域包括支援センターあかしあ㈯㈰  瑞穂斎場 　☎ 557-0064

 コミュニティセンター㈪ ☎ 554-8584                          ☎ 578-5508  公立福生病院 　☎ 551-1111

 市民活動センター㈯㈰   631  福祉センター ☎ 554-0304  羽村 ・ 瑞穂地区学校給食センター㈯㈰

 リサイクルセンター㈯㈰ ☎ 578-1211  平日夜間急患センター ☎ 555-9999                                              ☎ 554-2084
 消費生活センター㈯㈰   640  産業福祉センター㈪ ☎ 579-6425  シルバー人材センター㈯㈰ 　☎ 554-5131

 ヒノトントン ZOO ㈪ ☎ 579-4041  農産物直売所 ☎ 579-5467  羽村市観光案内所㈯㈰ 　☎ 555-9667

 弓道場㈪ ☎ 555-9255  羽村駅西口土地区画整理事務所㈯㈰  防災行政無線の放送内容を確認できます
 保健センター㈯㈰ 内 622～626 ☎ 570-7474                                        ☎ 0120-554-994
 ※ （　） 内は休館日　　※　　番号の代表電話は市役所☎ 555-1111 です。

内

内

内
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休
日
診
療
を
利
用
す
る
と
き
は
必
ず
来
院
前
に
電
話
連
絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。
受
診
時
間
を
指
定
す
る
場
合
や
、
医
療
機
関
に
よ
っ
て
受
付
時
間
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
感
染
症
対
策
に
も
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

 ■人口と世帯

 ■人口と世帯（令和 5年 6月 1日現在）

　男　27,579 人（22）　 女　26,868 人（-30）
　計　54,447 人（-8） 　世帯数　26,520 世帯（22）

　　　　　　　　　　　　　　　　（　）は前月比
 ■ 5月中の異動人口

　出生　 24 人／死亡　 56 人

　転入　247 人／転出　223 人

　　　　　　　　　問合せ　市民課受付係 内 121

 ■粗大ごみの日曜日直接持込受付

 ■ 7月の受付日時

　7月2㈰午前 9時～11時 45分、午後1時～ 4時

            問合せ　リサイクルセンター☎578-1211

 ■ 7 月 31 日㈪が納期限の税金・保険料

 ■令和 5年度

固定資産税・都市計画税（第2期）、国民健康保険税・

介護保険料・後期高齢者医療保険料（普通徴収）（第1期）

　　　　　　　　　　　　　問合せ　納税課 内 190

 　　 水道の漏水の問合せ

  市の指定を受けた工事事業者で修理できます。

  緊急の場合は、水道事務所☎ 554-2269 へ

 ■ 7 月のしごと相談

会場・電話

産業福祉センター
※問合せはハローワーク青
梅へ☎0428-24-9163

日　時

7月12日㈬
・26日㈬

午後1時30分～
3時30分

相談名

ハロー
ワークの
出張相談

 ■ 7 月の休日診療　

■ 7月のフレイル予防体操

問合せ　高齢福祉介護課介護予防・地域支援係 内 197

対　象　市内在住の 65 歳以上の方

※申込開始日時は毎月 1日の午前 9時です。

※いこいの里には上履きを持参してください。

ベーシック
教室

 6 日㈭ いこいの里 30 人
（申込不要・先着順）18 日㈫ じゅらく苑

筋トレ
教室

12 日㈬ じゅらく苑 各回 10 人
（申込順）25 日㈫ いこいの里

オンライン
教室

24 日㈪
Zoom

（オンライン）
各回 30 人
（申込順）

※�原則、休日・歯科診療は午前 9 時～午後 5 時、準夜

診療は午後 5時～ 10 時です。

※�受診する時は保険証（あれば医療証も）を忘れずに

お持ちください。

※�医療機関を利用する場合は、マスクを着用してくだ

さい。

※�年齢・症状によっては、ほかの医療機関を紹介する

場合があります。事前に問い合わせてください。

※休日準夜診療は内科系の診療となります。

※�上記の時間以外は、東京都医療機関案内サービス「ひ

まわり」（24 時間対応）へ【☎ 03-5272-0303、聴覚・

言語障害者向け FAX 03-5285-8080】

問�合せ　健康課（保健センター内）内 623

  2 日㈰

[休日 ]羽村相互診療所 ☎ 554-5420

[ 準夜 ]羽村市平日夜間急患センター ☎ 555-9999

[ 歯科 ]あさひ公園通り歯科医院 ☎ 555-7904

 9 日㈰

[休日 ]ばば子どもクリニック ☎ 555-3788

[ 準夜 ]ひかりクリニック（福生市） ☎ 530-0221

[ 歯科 ]生駒歯科羽村診療所 ☎ 555-3139

16 日㈰

[休日 ]オザキクリニック羽村院 ☎ 554-0188

[ 準夜 ]熊川病院（福生市） ☎ 553-3001

[ 歯科 ]いながき歯科 ☎ 555-6018

17 日㈪ 海の日

[休日 ]双葉クリニック ☎ 570-1588

[ 準夜 ]小林病院（入間市） ☎ 04-2934-5121

[ 歯科 ]井上歯科医院 ☎ 554-7735

 23 日㈰

[休日 ]栄町診療所 ☎ 555-8233

[ 準夜 ]ひかりクリニック（福生市） ☎ 530-0221

[ 歯科 ]うすい歯科・矯正歯科クリニック ☎ 579-1199

 30 日㈰

[休日 ]山口内科クリニック ☎ 570-7661

[ 準夜 ]羽村市平日夜間急患センター ☎ 555-9999

[ 歯科 ]宇野歯科医院 ☎ 555-8241



 ■ 7月の相談日

相談名 相談日 時　間 会場・電話

交通事故相談（予約制）
 7 月 5 日㈬
 8 月 2 日㈬

午後 1時 30 分～ 4時

市民相談室（市役所 1階）

555-1111 内 541

※相談は、原則面接により行って

います。

税務相談（予約制）
 7 月 4 日㈫
 8 月 1 日㈫

午後 1時 30 分～

4時 30 分

相続・遺言等暮らしの手続相談
（実施日の 1か月前からの予約制）

 7 月 11 日㈫
 8 月 8 日㈫

登記相談

（実施日の 1か月前からの予約制）
 8 月 15日㈫

住宅建築なんでも相談
（実施日の 1か月前からの予約制）

 7 月 19 日㈬

行政・人権身の上相談（予約制）  7 月 20 日㈭

法律相談

（実施日の 1か月前からの予約制）

7月 6 日㈭・

14 日㈮・22 日㈯

8月 3 日㈭・

18 日㈮・26 日㈯

午後 1時 30 分～ 5時
（土曜日は午前 9時 30 分

～午後 1時）

女性・SOGI悩みごと相談（羽村市）
女性等悩みごと相談（福生市）

（実施日の 1か月前からの予約制）
※ SOGI（性的指向・性自認）に関

する悩みを抱える方も対象です

＜羽村市＞

7月 5日㈬・19日㈬

8月 2日㈬・16日㈬

・30日㈬

午後 1時 30 分～

4時 30 分

市民相談室（市役所 1階）

※予約は市民相談係へ

555-1111 内 541

＜福生市＞

7月12日㈬・26日㈬

8月 9日㈬・23日㈬

午前 9時～午後 1時

福生市役所第 1相談室

※予約は広報広聴係へ

551-1529

健康なんでも相談 7月13日㈭・27日㈭ 午後 1時 30 分～ 3時 保健センター 555-1111 内 626

特別金融相談
（前日までに予約）

 7 月 11 日㈫ 午後 2時～ 4時 羽村市商工会館相談室 555-6211

年金相談（予約が必要です）
月・火・水・

金曜日
午前 9時～正午、
午後 1時～ 4時

市民課 555-1111 内 140

羽村駅西口土地区画整理事業に
関する相談

月～金曜日
午前 10 時～正午、
午後 1時～ 4時

羽村駅西口土地区画整理事務所
570-7474

消費生活相談 月～金曜日
午前 9時 30 分～正午、
午後 1時～ 3時 30 分

消費生活センター 555-1111 内 641

生活自立相談 月～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時 社会福祉課 555-1111 内 107

教育相談（予約が必要です） 月～金曜日 午前 9時～午後 6時 教育相談室 554-1223

高齢者総合相談 月～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時

地域包括支援センター
あさひ  555-8815
あゆみ  570-1200
あかしあ 578-5508

ひとり親・女性生活相談 月～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時 子育て相談課 555-1111 内 239

子どもと家庭に関する総合相談
（子育て世代包括支援センター）

月～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時
母子保健・相談係 555-1111 内 692

発達に関する相談（要予約） 内 694
子ども家庭支援センター 578-2882

育児相談  7 月 20 日㈭ 午前 10 時～ 11 時 母子保健・相談係 555-1111 内 692

子育て相談

月～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時
太陽の子保育園 子育てひろば

555-5780
子育てひろば たつのこ 555-9080

月・水・金曜日 午前 9時～正午 西児童館 554-7578

火・木・土曜日 午前 9時～正午 中央児童館 554-4552

火・金・日曜日 午前 9時～正午 東児童館 570-7751

高次脳機能障害に関する相談

（予約が必要です）
7 月 18 日㈫ 午後 2時～ 4時 障害福祉課 555-1111 内 186

ふれあい相談 木・金曜日 午前 10 時～午後 4時
福祉センター 554-0304

フリーダイヤル 0120-294-992

障害者（児）相談

月～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時 地域活動支援センターあおば

555-1210

ピアカウンセリング（精神障害のみ）

フリーダイヤル 0120-294-992

ピアカウンセリング

（精神障害）7月 25日㈫
午後 1時～ 4時

ふくし（権利擁護等）
法律相談（前日までに予約）

 7 月 19 日㈬ 午後1時 30分～ 4時 30分 福祉センター 554-0304

22 広報はむら 5.7.1

　また、祝日は相談を行わない場合があります。各担当へ問い合わせてください。

□状況により相談を行わない場合や、日程・会場・方法などが変更になる場合があります。
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